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(57)【要約】
【課題】配管の取り出し位置の変更が容易となっている
空気調和装置の室内機を提供することを目的としている
。
【解決手段】熱交換器ユニットは、当該熱交換器ユニッ
トの底面及び上面の関係を維持した状態で前後に反転さ
せて、一対の開口部が選択的に送風機ユニットの吹出口
に接続可能であり、送風機ユニットは、吹出口が熱交換
器ユニットの一対の開口部うちの選択された方の開口部
に、上下に反転させて接続可能である。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸込口及び吹出口を有し、送風機が収納された送風機ユニットと、
　対向位置に一対の開口部が形成され、室内機側熱交換器が収容された熱交換器ユニット
と、
　を有し、
　前記熱交換器ユニットは、
　当該熱交換器ユニットの底面及び上面の関係を維持した状態で前後に反転させて、前記
一対の開口部が選択的に前記送風機ユニットの前記吹出口に接続可能であり、
　前記送風機ユニットは、
　前記吹出口が前記熱交換器ユニットの前記一対の開口部のうちの選択された方の開口部
に、上下に反転させて接続可能である
　ことを特徴とする空気調和装置の室内機。
【請求項２】
　前記送風機ユニットには、
　当該送風機ユニットの上面側及び下面側に、当該送風機ユニットを据え付ける際に利用
される第１吊り下げ金具が設けられ、
　前記熱交換器ユニットには、
　前記一対の開口部が形成されている端部側に、前記熱交換器ユニットを据え付ける際に
利用される第２吊り下げ金具が設けられた
　ことを特徴とする請求項１に記載の空気調和装置の室内機。
【請求項３】
　前記室内機側熱交換器は、
　前記熱交換器ユニットの一方の前記開口部側から他方の前記開口部側に向かって傾斜す
るように設置された
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の空気調和装置の室内機。
【請求項４】
　前記熱交換器ユニットは、
　前記室内機側熱交換器の一方の端部側を支持するように、前記室内機側熱交換器の下側
に設けられたドレンパンを有する
　ことを特徴とする請求項３に記載の空気調和装置の室内機。
【請求項５】
　前記ドレンパンには、
　前記室内機側熱交換器の接触位置に第１傾斜面が形成され、当該第１傾斜面の対向側に
第２傾斜面が形成され、
　前記第１傾斜面及び前記第２傾斜面は、
　前記室内機側熱交換器の傾斜する方向と逆方向に傾斜している
　ことを特徴とする請求項４に記載の空気調和装置の室内機。
【請求項６】
　前記熱交換器ユニットに形成されている前記一対の開口部のうち、吹出口として機能す
る開口部に分離可能な吹出口部を有し、
　前記吹出口部は、
　前記ドレンパンの前記第１傾斜面及び前記第２傾斜面のうち高さ位置の高い方の傾斜面
より上側が開放され、
　前記ドレンパンの前記第１傾斜面及び前記第２傾斜面のうち高さ位置の高い方の傾斜面
より下側が閉塞されている
　ことを特徴とする請求項５に記載の空気調和装置の室内機。
【請求項７】
　前記送風機ユニットには、
　前記送風機ユニットの側面に前記送風機を制御する電気品箱が設けられた
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　ことを特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載の空気調和装置の室内機。
【請求項８】
　送風機を収容した第１のユニットと、
　熱交換器を収容した第２のユニットとを備え、
　第２のユニット内には、
　前記送風機から送られた風が横断する風路と、
　複数のフィンと冷媒流路からなる熱交換器と、
　熱交換器と外部機器との間で冷媒を循環させるための冷媒配管の一部と、
　熱交換器に結露し滴下する結露水を受けるドレンパンを有すると共に、
　前記熱交換器は、
　風流に対して傾斜して配置されており、
　前記第２のユニットを前後反転可能、前記第１のユニットを上下反転可能に、第１のユ
ニットと第２のユニットとを接続する
　ことを特徴とする空気調和装置の室内機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気調和装置の室内機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の天埋め型の室内機には、据え付け向きが一方向に固定されている送風機ユニット
と、熱交換器ユニットとを連結するものが提案されている（たとえば、特許文献１参照）
。
　特許文献１に記載の技術は、据え付け向きが一方向であり、室内機内に設けられた熱交
換器に接続される冷媒配管の引き出し部についても、室内機の側面のいずれか一方に設け
られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－４１８３６号公報（たとえば、図１及び図２参照）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載の技術では、ホテルなどのように客室内の作りが左右対称である客室
に室内機を設置する場合には、隣室同士の各冷媒配管の引き回し時に、ユニットを一周す
るように配管施工する必要がある。この一例について以下に説明する。
　右側の客室と左側の客室の作りが左右対称であるとき、右側の客室用の室内機と、左側
の客室用の室内機とが並ぶように配置され、これらの室内機の間に冷媒配管の主管が配置
される場合がある。この場合において、室内機内に設けられた熱交換器に接続される冷媒
配管が室内機の右側の側面に設けられているとしたとき、左側の客室用の室内機について
は直線的に冷媒配管の主管に接続することができるが、右側の客室用の室内機については
、当該室内機の左側まで室内機の周囲を引き回してからでないと冷媒配管の主管に接続す
ることができない。
　すなわち、特許文献１に記載の技術では、室内機の周囲を引き回してからでないと冷媒
配管の主管に接続することができず、室内機の周囲を回りこむ形で新たな配管を追加して
いる。
【０００５】
　また、老朽化により室内機を入れ替える場合においても、天井内に既設の冷媒配管や排
水配管はそのまま使用することが多く、入れ替え用の室内機の配管取り出し方向は既設配
管の状況に応じて変更する必要がある。
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　この場合においても、特許文献１に記載の技術では、入れ替え用の室内機の配管取り出
し方向は既設配管の状況に応じて変更するため、新たな配管などを追加する必要がある。
【０００６】
　しかしながら、この新たな配管を追加すると、施工現場での配管作業に要する時間及び
労力、配管長（材料）の増加、配管接続部の増加による接続部からの冷媒漏れリスクの増
加、及び配管の振動による騒音増加や疲労損壊などが伴う可能性があるという課題があっ
た。
【０００７】
　なお、上記課題を解決するために、ユニットの設置姿勢を上下反転させることで配管方
向を反転し、設置場所に適した方向に変更する方法が考えられる。しかし、この方法では
、室内機ユニット全体を上下両用形態にするためには、熱交換器からの結露水を受けるた
めのドレンパンの取付位置を変えるか、或いは、上下両側にドレンパンを取り付けておく
ことが必要になる。
　しかし、ドレンパンの取付位置の変更をしたり、上下両側にドレンパンを取り付けたり
すると、その分、コストアップが生じてしまうことになる。また、熱交換器の取り付け姿
勢を前後反転する対応が必要になり、重量増加や大幅な部品点数増加を招くなどの新たな
問題が生じうる。
【０００８】
　本発明は、以上のような課題のうちの少なくとも１つを解決するためになされたもので
、配管の取り出し位置の変更を容易とすることを実現する空気調和装置の室内機を提供す
ることを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る空気調和装置の室内機は、吸込口及び吹出口を有し、送風機が収納された
送風機ユニットと、対向位置に一対の開口部が形成され、室内機側熱交換器が収容された
熱交換器ユニットと、を有し、熱交換器ユニットは、当該熱交換器ユニットの底面及び上
面の関係を維持した状態で前後に反転させて、一対の開口部が選択的に送風機ユニットの
吹出口に接続可能であり、送風機ユニットは、吹出口が熱交換器ユニットの一対の開口部
のうちの選択された方の開口部に、上下に反転させて接続可能である。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る空気調和装置の室内機によれば、送風機ユニットを上下反転可能とし、熱
交換器ユニットを前後反転可能としているので、配管引出部の位置の変更が容易である分
、配管の取り出し位置の変更も容易である。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施の形態に係る空気調和装置の室内機の模式図である。
【図２】図１に示す送風機ユニットと熱交換器ユニットとの連結状態を変化させた状態の
断面図である。
【図３】図１に示す室内機のドレンパンの斜視図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る室内機の分解斜視図である。
【図５】本発明の実施の形態に係る送風機ユニットの斜視図である。
【図６】本発明の電気品箱の斜視図である。
【図７】本発明の実施の形態に係る空気調和装置の室内機の吹出口部の付近の説明図であ
る。
【図８】本発明の実施の形態に係る室内機の配管取出し方向の説明図である。
【図９】図１に示す室内機の状態から送風機ユニットを上下反転させた場合の熱交換器に
供給される風量の説明図である。
【図１０】図１に示す室内機の熱交換器に供給される風量の説明図である。
【図１１】図９及び図１０に示す（１）～（３）のグラフが熱交換器のどの位置に対応す
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る結果であるかを説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
実施の形態．　
　図１は、実施の形態に係る空気調和装置の室内機１００の模式図である。図２は、図１
に示す送風機ユニット５０と熱交換器ユニット１０との連結状態を変化させた状態の断面
図である。図３は、図１に示す室内機１００のドレンパン３の斜視図である。図４は、実
施の形態に係る室内機１００の分解斜視図である。図１～図４を参照して、空気調和装置
の室内機１００の構成について説明する。
　なお、図２は、図１に示す送風機ユニット５０の上下を反転させ、図１に示す熱交換器
ユニット１０の上下を反転させないで前後のみ反転させた状態の断面図である。以下の説
明において、図１の送風機ユニット５０と送風機ユニット５０との連結状態を連結状態Ａ
と称し、図３の連結状態を連結状態Ｂと称する。また、以下の図面では、各構成の大きさ
や形状が一部異なる場合がある。
　本実施の形態に係る室内機１００は、コストアップの抑制、部品点数増加の抑制、本体
重量増加の抑制、冷媒漏れリスクの低減及び空調性能低下の抑制などを実現しながら、室
内機１００に接続される配管の取り出し位置の変更を容易とする改良が加えられたもので
ある。
【００１３】
［構成説明］
　室内機１００は、蒸発器や凝縮器として機能する室内機側熱交換器２が設けられた熱交
換器ユニット１０と、室内機１００内に空気を取り込んだ後に室内機１００外に空気を放
出する送風機４が設けられた送風機ユニット５０とを有している。なお、図１及び図２の
連結状態において、室内機１００の熱交換器ユニット１０と送風機ユニット５０とが連結
されている状態を図示しているが、熱交換器ユニット１０と送風機ユニット５０とは、分
離することができるようになっている。室内機１００は、図２に示すように、たとえば、
天井裏（天井６の上面）に設置される天埋め型として利用される。
【００１４】
（熱交換器ユニット１０）
　熱交換器ユニット１０は、送風機ユニット５０から空気が供給されるように送風機ユニ
ット５０と連結して設けられるものである。熱交換器ユニット１０は、外郭として、略直
方体であってそのうちの対向する２面が開放された筐体１１を有している。
　また、熱交換器ユニット１０には、「送風機ユニット５０から供給される空気と、図示
省略の室外機から供給された冷媒とを熱交換させる室内機側熱交換器２」と、「室内機側
熱交換器２で生成された結露水（ドレン水）を貯留するドレンパン３」とが筐体１１に搭
載されている。
　さらに、送風機ユニット５０は、上下を反転させることなく、前後を反転させて熱交換
器ユニット１０に連結させることができる。より詳細には、図１の連結状態Ａから送風機
ユニット５０の前後を反転させると、後述の吹出口部１４側が、送風機ユニット５０側に
連結されることとなる。なお、上下を反転させないようにしているのは、ドレンパン３の
位置が室内機側熱交換器２の上側とならないようにするためである。
【００１５】
（筐体１１）
　筐体１１は、図４に示すように、熱交換器ユニット１０の外郭を構成するものであり、
送風機ユニット５０側と、その反対側とが開放されている。すなわち、筐体１１は、「送
風機ユニット５０側の側面を構成する連結側側面部１２に形成された開口部１３Ａ」が形
成され、「開口部１３Ａ側と対向するように形成され、筐体１１内の空気を放出するため
の開口部１３Ｂ」が形成され、「開口部１３Ａと開口部１３Ｂとの間には、送風機ユニッ
ト５０側から供給される空気が流れる風路１３Ｃ」が形成されている。
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　また、筐体１１には、「開口部１３Ａ及び開口部１３Ｂのうち、送風機ユニット５０側
でない方に設けられる吹出口１４部」が着脱自在に取り付けられ、「室内機側熱交換器２
に接続される冷媒配管が筐体１１内外を連通させるようにする配管引出部１０Ａ」が設け
られている。
【００１６】
　ここで、筐体１１は、図１及び図４において、「開口部１３Ａ側」で送風機ユニット５
０と連結している状態を示しているが、「吹出口部１４側」で送風機ユニット５０に連結
させることも可能となっている。すなわち、筐体１１は、図１及び図４に示す状態から、
上下を反転させないで前後を反転させて送風機ユニット５０と連結させることができるよ
うになっている。これにより、配管引出部１０Ａの位置が図１及び図４の紙面手前側から
紙面奥側になり、配管の取り出し位置を変更することができる。
　なお、図１に示す連結状態Ａにおいて、開口部１３Ａは、熱交換器ユニット１０の空気
吸込側であり、開口部１３Ｂは、熱交換器ユニット１０の空気吹出側である。
　一方、筐体１１の上下を反転させないで前後を反転させた場合（連結状態Ｂ）には、開
口部１３Ａは、熱交換器ユニット１０の空気吹出側であり、開口部１３Ｂは、熱交換器ユ
ニット１０の空気吸込側である。
【００１７】
　吹出口部１４は、開口部１３Ｂの形成位置に設けられ、筐体１１から着脱自在である。
これにより、筐体１１の前後を反転させたときにおいても、送風機ユニット５０に接続さ
れていた側の開口部１３Ｂに吹出口部１４を取り付けることができる。
　なお、吹出口部１４の取付位置は、開口部１３Ａと対向する開口部１３Ａ側に設けられ
た場合を例に説明したがそれに限定されるものではない。たとえば、室内機１００の底面
側が開放されたような態様の場合には、筐体１１の底面側に吹出口部１４を設けてもよい
。
【００１８】
　筐体１１には、送風機ユニット５０を上下反転させても設置を可能とする第１吊り下げ
金具１Ａが設けられている。第１吊り下げ金具１Ａの設けられる位置は、筐体１１の８つ
の頂点のうち、下側に位置する４つの頂点付近とするとよい。より詳細には、第１吊り下
げ金具１Ａの設けられる位置は、筐体１１の下側であり、空気流れ方向の上流側の端部側
及び下流側の端部側であり、空気流れ方向を正面としたときの幅方向の両端部側とすると
よい。
【００１９】
（室内機側熱交換器２）
　室内機側熱交換器２は、筐体１１内に取り込まれた空気と、図示省略の室外機から供給
される冷媒とを熱交換させるものであり、たとえば、複数平行に立設されたフィンと、当
該フィンに接続され、冷媒が供給されるチューブとを有するフィンチューブ熱交換器など
で構成するとよい。
　室内機側熱交換器２は、筐体１１の底面に対して傾斜した姿勢で、ドレンパン３上に支
持されて設けられている。すなわち、室内機側熱交換器２は、図２に示す状態においては
、送風機ユニット５０側の端部側がドレンパン３に支持されている。
【００２０】
　より詳細には、室内機側熱交換器２は、図１及び図２の連結状態Ａ及び連結状態Ｂにお
いて、一方の端部側が送風機ユニット５０側に位置し、他方の端部側が吹出口部１４側に
位置するように、筐体１１の底面に対して傾斜して設けられている。
　なお、連結状態Ａのとき、室内機側熱交換器２は、一方の端部側よりも、他方の端部側
の方が上側に位置するように、筐体１１の底面に対して傾斜して設けられている。
　また、連結状態Ｂのとき、熱交換器ユニット１０は、他方の端部側よりも、一方の端部
側の方が上側に位置するように、筐体１１の底面に対して傾斜して設けられている。
【００２１】
（ドレンパン３）
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　ドレンパン３は、室内機側熱交換器２を支持するとともに、室内機側熱交換器２から滴
下するドレン水を貯留するものであり、たとえば、樹脂などを所定の形状に形成して構成
されるものである。
　ドレンパン３には、図３に示すように、ドレンパン３の一方の端部側であって紙面の手
前側から奥行側に伸びるように形成された第１傾斜部ａと、ドレンパン３の他方の端部側
であって紙面の手前側から奥行側に伸びるように形成された第２傾斜部ｂとを有している
。
　なお、図１に示す送風機ユニット５０と熱交換器ユニット１０との連結状態Ａにおいて
、第１傾斜部ａは送風機ユニット５０側に位置しており、第２傾斜部ｂは吹出口部１４側
に位置している。一方、図２に示す送風機ユニット５０と熱交換器ユニット１０との連結
状態Ｂにおいて、第１傾斜部ａは熱交換器ユニット１０側に位置しており、第２傾斜部ｂ
は送風機ユニット５０側に位置している。
【００２２】
　第１傾斜部ａ及び第２傾斜部ｂは、室内機側熱交換器２の傾斜方向とは逆方向に傾斜し
ている。たとえば、図１では、室内機側熱交換器２が送風機ユニット５０側から吹出口部
１４側に向かって下側に傾斜しているが、第１傾斜部ａ及び第２傾斜部ｂは、吹出口部１
４側から送風機ユニット５０側に向かって下側に傾斜している。
　このように、第１傾斜部ａが形成されているため、図１の連結状態Ａでは、第１傾斜部
ａが送風機４から吹き出される斜め上側方向の空気の流れを阻害することを抑制すること
ができる。また、第２傾斜部ｂが形成されているため、図２の連結状態Ｂでは、第２傾斜
部ｂが送風機４から吹き出される斜め下側方向の空気の流れを阻害することを抑制するこ
とができる。
【００２３】
　第２傾斜部ｂは、第２傾斜部ｂの頂部の高さ位置が第１傾斜部ａよりも高くなるように
形成されている。このため、ドレンパン３は、前側と後側の形状が異なることとなり、熱
交換器ユニット１０を前後反転させたときに圧損が生じて風量に差が生じる。そこで、吹
出口部１４が設けることで、この風量差を低減し、前後反転させても空調能力が安定する
ようにしている。この点については、後述の［吹出口部１４の詳細な構成］で説明する。
【００２４】
（送風機ユニット５０）
　送風機ユニット５０は、送風機ユニット５０の外郭である筐体５１と、筐体５１内に設
けられた送風機４とを有しており、筐体５１内に空気を取り込んだ後に熱交換器ユニット
１０に供給するものである。送風機ユニット５０は、送風機ユニット５０と連結して設け
られる。なお、この送風機ユニット５０は、上下を反転させて熱交換器ユニット１０に連
結させることができる。
　送風機ユニット５０は、外郭として、略直方体であってそのうちの対向する２面が開放
された形状の筐体５１を有している。
【００２５】
（筐体５１）
　筐体５１は、図４に示すように、送風機４を収容するものであり、熱交換器ユニット１
０側と、その反対側とが開放されている。すなわち、筐体５１は、「送風機ユニット５０
側の側面を構成する連結側側面部５２に形成された吹出口５５（図５参照）」と、「吹出
口５５側の対向側に形成され、筐体５１内に空気を取り込むための吸込口５４」とを有し
ている。
　また、筐体５１には、２台の送風機４が、空気流れ方向とは略垂直な方向に並ぶように
して設けられている。なお、送風機４の台数は、２台に限定されるものではない。
　ここで、筐体５１は、図１、図２及び図４において、「連結側側面部５２側と、熱交換
器ユニット１０の連結側側面部１２側と」が連結している状態を示しているが、熱交換器
ユニット１０の前後を反転させた際には、「連結側側面部５２側と、熱交換器ユニット１
０の吹出口部１４側と」が連結する。
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【００２６】
　筐体５１は、上下を反転させて、送風機ユニット５０に連結させることが可能となって
いる。すなわち、筐体５１は、図１及び図２に示す筐体５１の底面と、上面とが反転とし
た状態においても、熱交換器ユニット１０に連結させることができる。なお、図１及び図
２に示す筐体５１の上下を反転にした場合には、熱交換器ユニット１０が、上下を反転さ
せないで前後を反転させた状態で連結される。これにより、室内機側熱交換器２に供給さ
れる風量が低減してしまうことを抑制することができる。なお、この風量の低減の抑制に
ついては、後述の図８～図１０で説明する。
【００２７】
　筐体５１には、略直方体形状をしており、送風機ユニット５０の連結側側面部５２と直
交する側面に沿って設けられる電気品箱８０が固定されている。
　より詳細には、電気品箱８０は、筐体５１のうち吸込口５４が形成された面及び連結側
側面部５２が形成された面と直交する側面に設けられている。このように、筐体５１の上
下を反転したとしても電気品箱８０の位置がそれほど変化しないように、真横からの配線
引き込みとしている（図６参照）。これにより、配線８１の長さを調整するなどの作業負
担を軽減することができる。
【００２８】
　筐体５１には、送風機ユニット５０を前後反転させても筐体５１を吊り下げて固定する
ことを可能とする第２吊り下げ金具１Ｂが設けられている。第２吊り下げ金具１Ｂの設け
られる位置は、筐体５１の８つの頂点のうち、上流側に位置する４つの頂点付近とすると
よい。より詳細には、第２吊り下げ金具１Ｂの設けられる位置は、筐体５１の上側であり
、空気流れ方向の上流側であり、空気流れ方向を正面としたときの幅方向の端部側とする
とよい。
【００２９】
（送風機４）
　送風機４は、たとえばシロッコファンなどで構成されるものであり、吸込口５４から取
り込んだ空気を、熱交換器ユニット１０側に供給するものである。送風機４は、図示省略
の回転する羽根と、この羽根を回転させるモーター５とを有している。このモーター５は
、電気品箱８０内に設けられた制御装置などに接続されている。また、送風機４は、図３
に示すように、空気の吹出部４Ａを有している。
【００３０】
　図１に示す連結状態Ａでは、この吹出部４Ａから吹き出される空気の流れが、上側、よ
り詳細には斜め上側となるように送風機ユニット５０と熱交換器ユニット１０とが連結し
ている。
　一方、図２に示す連結状態Ｂでは、図１の連結状態Ａから送風機ユニット５０の上下を
反転させたため、吹出部４Ａから吹き出される空気の流れが、下側、より詳細には斜め下
側となるように送風機ユニット５０と熱交換器ユニット１０とが連結している。
【００３１】
［送風機ユニット５０の吹出口５５及び電気品箱８０について］
　図５は、実施の形態に係る送風機ユニット５０の斜視図である。図６は、電気品箱８０
の斜視図である。図５及び図６を参照して、送風機ユニット５０に形成された吹出口５５
及び電気品箱８０から引き出される配線８１について説明する。
　図５に示すように、送風機ユニット５０には、吹出口５５が２つ併設されている。この
吹出口５５は、送風機４の吹出部４Ａと連通するように形成されている。この吹出口５５
から吹き出された空気は、熱交換器ユニット１０側へ供給される。
【００３２】
　また、電気品箱８０については、送風機４の側方に設けられている。このため、送風機
ユニット５０の上下の反転をした後であっても、配線８１によって接続されるもの同士の
位置が変化してしまわないようにすることができ、別途配線を交換する必要などがない。
【００３３】
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［吹出口部１４の詳細な構成］
　図７は、室内機１００の吹出口部１４の付近の説明図である。図７を参照して、吹出口
部１４の詳細な構成について説明する。なお図７（ａ）は、吹出口部１４が熱交換器ユニ
ット１０に取り付けられた状態の図であり、図７（ｂ）は、吹出口部１４を側方から見た
図であり、図７（ｃ）は、開放部１４Ａの斜視図である。
　吹出口部１４は、筐体１１から分離可能であり、開口部１３Ａ及び開口部１３Ｂのうち
の前方側の開口部に取り付けることができるようになっている。吹出口部１４は、空気が
連通する開放部１４Ａと、空気の流れを閉塞する閉塞部１４Ｂとから構成されている。
　開放部１４Ａは、その下端側の高さ位置が、ドレンパン３の第２傾斜部ｂの頂部の高さ
位置と略同一となるように形成されている。また、開放部１４Ａは、平面視形状が略長方
形であり、空気流れ方向に対して略平行に突出するように吹出口部１４に形成されている
。
　閉塞部１４Ｂは、空気流れ方向に対して略直交するように設けられる平板状部材であり
、ドレンパン３の第１傾斜部ａ、又は、第２傾斜部ｂに対向するように設けられる。閉塞
部１４Ｂは、その高さ方向の幅が第１傾斜部ａよりも大きく、第２傾斜部ｂと略同一とな
っている。
【００３４】
　仮に、室内機１００にこの吹出口部１４が設けられていないと、連結状態Ａのときより
も連結状態Ｂのときの方が、空気の吹出面が大きくなってしまい、連結状態の変更前後で
同様の風量を確保することができない。
　しかしながら、室内機１００は、この吹出口部１４が設けられることにより、連結状態
Ａであっても連結状態Ｂであっても、空気の吹出面の面積が開放部１４Ａとなる。すなわ
ち、熱交換器ユニット１０を前後に反転させたときでも、変更前と同様の風量を確保し、
空調性能の低下を抑制することができる。
【００３５】
［連結状態Ａ及び連結状態Ｂについて］
　図８は、実施の形態に係る室内機１００の配管取出し方向の説明図である。なお、この
図８の説明では、図８（ａ）の連結状態から、図８（ｂ）の連結状態に変化させた場合を
例に説明する。
　図８（ａ）の変更前においては、送風機ユニット５０から放出される空気が上側に向く
ように、送風機ユニット５０と熱交換器ユニット１０とが連結される。また、変更前にお
いては、室内機側熱交換器２の上端部側が送風機ユニット５０側にくるように、送風機ユ
ニット５０と熱交換器ユニット１０とが連結される。なお、図８（ａ）の状態においては
、配管引出部１０Ａが紙面の手前側の側面に位置している。
【００３６】
　図８（ｂ）の変更後においては、送風機ユニット５０から放出される空気が下側に向く
ように、送風機ユニット５０と熱交換器ユニット１０とが連結される。また、変更後にお
いては、室内機側熱交換器２の下端部側が送風機ユニット５０側にくるように、送風機ユ
ニット５０と熱交換器ユニット１０とが連結される。なお、図８（ｂ）の状態においては
、配管引出部１０Ａが紙面の奥側の側面に位置している。
【００３７】
　このように、室内機１００は、送風機ユニット５０が上下に反転可能であり、熱交換器
ユニット１０が上下を反転させないで前後を反転可能となっており、配管引出部１０Ａの
位置を変更することができるようになっている。これにより、コストアップの抑制、部品
点数増加の抑制、室内機１００の重量増加の抑制、冷媒漏れリスクの低減及び空調性能低
下の抑制などを実現しながら、室内機１００に接続される配管の取り出し位置の変更が容
易となっている。
【００３８】
［連結状態Ａの効果について］
　図９は、図１に示す室内機１００の状態から送風機ユニット５０を上下反転させた場合
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００の室内機側熱交換器２に供給される風量の説明図である。図１１は、図９及び図１０
に示す（１）～（３）のグラフが室内機側熱交換器２のどの位置に対応する結果であるか
を説明する図である。
　なお、図９及び図１０の縦軸は風量（ｍ／ｓ）を示し、横軸は室内機側熱交換器２のう
ちの送風機ユニット５０側の端部から吹出口部１４側の端部にかけての位置に対応してい
る。
　また、図１０は、連結状態Ａ（図８（ａ）に対応）であるが、図９は、連結状態Ａ及び
連結状態Ｂのいずれにも該当しない連結状態である。
【００３９】
　図９に示すように、室内機側熱交換器２の「（１）端」、「（３）中央」及び「（２）
（１）と（３）との間」のいずれにおいても、風速が３（ｍ／ｓ）に満たないことがわか
る。すなわち、図９の連結状態においては、充分な空調能力を確保することができないこ
とがわかる。これは、送風機４から吹き出された空気の流れ方向と、室内機側熱交換器２
とが形成する角度が小さくなっているためである。
【００４０】
　一方、図１０に示す連結状態Ａでは、室内機側熱交換器２の「（１）端」、「（３）中
央」及び「（２）（１）と（３）との間」のいずれにおいても、図９の連結状態の風量特
性が向上している。特に、「（２）（１）と（３）との間」の風量については、５（ｍ／
ｓ）に近い値を確保でき、「（３）中央」の風量については、７（ｍ／ｓ）に近い値を確
保できる。また、「（１）端」においても、概ね図９の「（１）端」よりも高い風量とな
っている。これは、送風機４から吹き出された空気の流れ方向と、室内機側熱交換器２と
が形成する角度が、垂直に近い角度となっているためである。
【００４１】
［実施の形態に係る室内機１００の有する効果］
　実施の形態に係る室内機１００は、連結状態Ａ及び連結状態Ｂを有する熱交換器ユニッ
ト１０と送風機ユニット５０を備えたので、配管を引き回したり、別途新たな配管を追加
したりすることが不要となり、コストアップの抑制、部品点数増加の抑制、本体重量増加
の抑制、冷媒漏れリスクの低減及び空調性能低下の抑制などを実現しながら、配管引出部
１０Ａの位置を容易に変更することができる。
【００４２】
　また、たとえば性能の良い送風機ユニットや熱交換器ユニットがある場合には、送風機
ユニット及び熱交換器ユニットのうちのいずれか一方を単独で交換することを容易にする
ことができる。すなわち、室内機１００は、スペック変更が容易となっている。
【符号の説明】
【００４３】
　１Ａ　第１吊り下げ金具、１Ｂ　第２吊り下げ金具、２　室内機側熱交換器、３　ドレ
ンパン、４　送風機、４Ａ　吹出部、５　モーター、６　天井、１０　熱交換器ユニット
（第２のユニット）、１０Ａ　配管引出部、１１　筐体、１２　連結側側面部、１３Ａ　
開口部、１３Ｂ　開口部、１３Ｃ　風路、１４　吹出口部、１４Ａ　開放部、１４Ｂ　閉
塞部、５０　送風機ユニット（第１のユニット）、５１　筐体、５２　連結側側面部、５
４　吸込口、５５　吹出口、８０　電気品箱、８１　配線、１００　室内機、ａ　第１傾
斜部、ｂ　第２傾斜部。
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